
平成28年度事業計画書 

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 

 

 

                     ＮＰＯ法人ペアレント・サポートすてっぷ 

 

１．事業の方針 

平成 28 年度は、「障害児の保護者の居場所うさぎカフェ」を年間通して運営すること、そしてハ

ンドブック第 1 号リニューアル版の発行をすることが事業の大きな 2 本柱となる。法人化する前の

任意団体としての立ち上げ時に作成した事業の 5 カ年計画の最終到達地点は、「いつ来てもいつ帰

ってもよい、相談したいときにすぐに相談に行ける常設の障がい児の保護者の居場所」を作ること

であったが、その計画通りに 5 年目にして「常設の居場所」に到達できた。よって今年度は次の 5

カ年計画を立てることになる。これまでの 5 年間を振り返り、今後の 5 年間を見据えて、当法人が

倉敷市の障害児・者福祉の現場において果たすべき役割をより一層明確化することが求められる。 

当面の目標については、「居場所づくり事業」は年間を通して様々な企画を入れながら保護者の

心の癒し・支えとなるような場を安定的に提供すること。そして、まだカフェを知らない保護者に

向けてより一層 PR をすることを目指す。また支援者にカフェのことを知ってもらうために小規模

の研修会の誘致も同時に行っていく。これは飲食を伴うため、カフェの営業にも貢献する予定。 

ハンドブック第 1 号リニューアル版の発行については秋の発行を目標に資金調達も含め準備を

急ぐ。発行されたのちには全市的なＰＲと販売活動が必要となる。 

事業全体を通じ資金難であることは否めないが、大口の寄付の申し出も来るようになってきてい

るため、今年度 1 年間を通じ、将来的な事業受託への道筋も探りつつ、事業安定化に向けて対策を

検討していくこととする。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 （１）特定非営利活動に係る事業 
 

事業名 実施日時 実施内容 実施場所 
従事者の 

人数 

受益対象者

の範囲及び

人数 

支出額 

（千円） 

茶話会活動 平成28年

4 月～ 

平成29年

3 月 

保護者支援（交流）活動

「うさぎ茶屋」「出前茶

話会」「手作り○○の会」

など 

うさぎカ

フェ・小

学校 

6 名／1 回 障がい児の

保護者・支

援者 

延べ 100名 

 

ハンドブッ

ク作成事業 

平成28年

4 月～ 

平成29年

3 月 

ハンドブック第 1 号改

訂版作成作業 

ハンドブック第 1 号改

訂版・第 2 号発送作業 

うさぎカ

フェ・市

民活動セ

ンター 

6 名／1 回 希望者 

延べ 1000

名 

 

居場所づく

り事業 

平成28年

4 月～平

成 29 年 3

月 

基本的に毎週（火）（木）

と月 1 回（日）開所。毎

月イベントを開催して

来所を促す。但し 8 月・

12 月・3 月は閉所。 

うさぎカ

フェ 

2 名～6 名／

1 回 

障がい児の

保護者・支

援者 

延べ 

600 名 

 

 

（２）その他の事業 

 

今年度実施予定なし。 
 


